
「留学生など学生の住まい」
として活用

「スタートアップの事業所」
として活用
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（平成 30 年 住宅・

土地統計調査）

(※) 本市の定める特定目的１～９かつ京町家等の場合

等
(※)

分庁舎２階 ８番窓口

不動産  空き家等  活用相談窓口（ ）

　地域の空き家相談員が，空き家等の不動産の活用方法
の相談に応じます（要予約・無料）。

毎月第１火曜日 又は 第１木曜日（休会日あり）

各区役所・支所（会場によって開催日が異なります。）
開催日
会場

不動産（空き家等）活用相談窓口　

5 オンライン相談

　御自身のパソコン・スマートフォン から，  Web 会議
システム「Zoom」を介して，地域の空き家相談員に空
き家等の不動産の活用方法について相談いただけます。

京都市　空き家　オンライン相談

空き家相談窓口

この印刷物が不要になれば「雑がみ」として古紙改修等へ！
令和３年４月発行　京都市印刷物第０３４０１４号

京都市は持続可能な開発目標（SDGｓ）を支援しています。

「市外から移住される方の
住まい」として活用

耐震診断や耐震・防火改修費等を支援

住宅の省エネ性能が向上する窓・屋根・外壁等の断熱改修他の工事費用の一部を助成

「芸術家や職人のアトリエ」
として活用

受付時間　9:00 ~ 11:30 / 13:30~17:00
( 土・日・祝・年末年始を除く )　

　戸建て・長屋建ての空き家を，活用・流通させようと

する場合に必要な助言や情報提供等を行う専門家（建築

士及び地域の空き家相談員）を無料で派遣します。

　1 年以上，居住者又は利用者がいない空き家を，京都市
の活性化につながる目的で活用する場合に，改修費の一部
を助成します！

「地域住民の交流の場」
として活用

京町家らしい風情を
活かして活用


